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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月26日に提出いたしました第５期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）の内部統

制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため訂正内部統制報告書を提出する

ものであります。

　

２ 【訂正事項】

３【評価結果に関する事項】

４【付記事項】

　

３ 【訂正個所】

訂正個所は＿を付して表示しております。

　

３【評価結果に関する事項】

　

　（訂正前）

　上記の評価の結果、平成21年3月31日現在において、当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効であ

ると判断しました。

　（訂正後）

　下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、重要な欠

陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点の当企業グループの財務報告に係る内

部統制は有効でないと判断いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　当社が過去に実施した第三者割当増資に関する当社のコンサルティング費用の支払いについて、当社と利

害関係のない外部の独立した有識者による調査委員会を設置し、調査を委嘱した結果、第１期（平成17年３

月期）期末決算、第２期（平成18年３月期）期末決算、第３期（平成19年３月期）期末決算、第４期（平成

20年３月期）中間決算、期末決算及び第５期（平成21年３月期）第１四半期決算、期末決算において、有価

証券報告書における注記の漏れがあることが判明いたしました。

　これは、全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスにおけるチェック項目、チェック体制が不十分で

あったことに起因しております。

　

４【付記事項】

 

　（訂正前）

　付記すべき事項はありません。

　

　（訂正後）

　評価結果に関する事項に記載した不備については、期末日以降に明らかとなった事項であり、本訂正報告

書提出時点においては全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスにおけるチェック項目の是正及び

チェック体制の確保については完了しておりませんが、重要な欠陥の是正に向けて内部統制の整備に尽力

しており、平成22年３月期末までに整備・運用を完了する予定です。
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